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取組１ 職員一人ひとりの環境に配慮した行動の実践 
 

（１）エネルギー使用量の削減 

○職場の照明の利用について、市民サービスや業務の効率性に配慮しつつ、ブラインドの活

用など不要な照明の消灯に努めます。 

○パソコン等のＯＡ機器は、節電モードを活用するとともに、長時間使用しない場合、主電

源を切ります。 

○業務に支障のない範囲で退庁時は電気機器のプラグを抜くなど、待機電力を削減します。 

○季節・気候に応じた衣服の軽装化や防寒グッズの利用等により、冷暖房の適正な運転管理

に努めます。 

○エレベーターの使用を控え、極力階段を利用するよう努めます。 
 

（２）移動手段の見直し 

○オンライン会議を積極的に導入し、打合せや出張などでの自動車の移動機会を削減します。 

○外出・出張では、鉄道やバス等の公共交通機関の積極的利用に努めます。 

○ノーカーデーの取組により、通勤に係る自家用車利用の低減を推進します。 
 

（３）資源の節約 

○備品を大切に扱い、故障や不具合の際は可能な範囲で修繕し、長期使用を心がけます。 

○文書や決裁の電子化によるペーパーレス化を推進します。 
 

（４）ごみの減量化とリサイクル 

○マイカップやマイ箸、マイボトルを持参し、紙コップ等の使い捨て品の使用を減らします。 

○コピーやプリンター利用によるミスプリントを削減するよう努めます。 

○分別回収ボックスを活用して、資源物、可燃ごみ、不燃ごみの分別徹底を進めます。 

○印刷物を発行する際は、リサイクル適性への配慮等、ごみ減量を意識した仕様に努めます。 

○再生紙やリサイクルトナーの使用など、事務用品は再生品の利用に努めます。 
 

（５）効率的な働き方の実践 

○業務の効率化や平準化を推進するとともに、定時退庁日（ノー残業デー）を実施し、勤務

時間の適正化に努め、庁舎等のエネルギー使用量の削減を図ります。 

【一斉節電試験の実施】 

市では、世界のエネルギー情勢を背景として、電力需給見通しが厳しい中で、来庁者や執

務環境にとって無理のない範囲での節電や、「電力需給ひっ迫警報」等の発出時のピークカッ

トへの対応、さらには期待される効果を検証するためのモニタリング調査を実施しました。 

＜実施結果＞ 

⑴実施日時  令和 4年 6月 30日（木）午後 4時から午後 5時まで（1時間） 

⑵対象施設  上越市役所木田庁舎、各区総合事務所等  計 16施設 

⑶内  容   ・照明の一部消灯（１／３程度削減） 

・モバイルバッテリーのあるノートパソコンの電源接続カット 

・プリンタ使用数の削減（複数の部署での共有など） 

⑷節電効果等 ・概ね 1割程度の節電効果があることを確認しました。 

 計測日 気温 電力使用量（16施設合計） 

節電有 6月 30日（木） 32.1℃ 703 kWh 

平常時 7月 01日（金） 31.0℃ 799 kWh 

節電効果       ※気温は高田の午後 4時時点 ▲  96  kWh 
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取組２ 公用車の電動化とエコドライブの推進 

○公用車の使用に当たっては、急発進や急加速を避けるとともに、無駄な走行を控え、走行

距離の短縮化を図るなど、エコドライブの徹底に努めます。 

○公用車の運用に当たり、タイヤの空気圧の調整など日常点検を実施して燃費改善に取り組

むほか、保有車両の適正配置に努めます。 

○公用車を更新・購入する際は、用途や電動車※（ＨＶ、ＰＨＶ、ＥＶ、ＦＣＶ）等の普及状

況を考慮しつつ、環境負荷が小さい自動車の導入を原則とし、導入が困難な場合は可能な

限り環境性能に優れた車両を導入します。 

 

取組３ 施設の効率的な運用と設備の適切なメンテナンス 

○省エネ診断等を活用し、効率的な省エネ対策の実践に努めます。 

○法令等に基づき、定期的に設備の点検、照明機器や空調フィルターの定期的な清掃などを

適切に行い、設備の効率的な運転に努めます。 

 

取組４ 省エネ・再エネ設備等の積極的な導入 

○施設の設備・機器等の導入・更新時は、エネルギー使用効率を高める設備機器（高効率ボ

イラーや高効率空調機、ＬＥＤ照明、コージェネレーションシステム※等）を選択するよう

努めるとともに、配置箇所や台数の適正化も検討します。 

○ＯＡ機器等の導入・更新時は、省エネルギー型の機種を選択するよう努めます。 

○再生可能エネルギー※の活用や施設のＺＥＢ※（ゼブ）化、省エネ設備・技術の導入を推進

するため、技術や制度の研究に取り組み、省エネルギー基準に適合した改修を進めます。 

○新たに整備する施設は原則として太陽光発電等の再生可能エネルギーを導入するとともに、

既存の公共施設等に太陽光発電等の設置を進め、公共施設等における環境負荷の低減やエ

ネルギー自給率の向上、市民・事業者等への啓発を図ります。 

○再エネ設備の導入に当たっては、施設の立地や用途、規模、効率性等を踏まえ、民間事業

者による第三者所有モデルの活用も含めて推進します。 

○自動水栓の拡大や、節水型機器の導入などにより節水に努めます。 

【マイクロ水力発電の導入】 

 令和 4 年度に柿崎川ダムから柿崎川浄

水場までの落差を利用して発電するマイ

クロ水力発電が設置されました。 

浄水場の敷地の一部を事業者に貸し出

し、業者が費用を負担して設備の設置や維

持・運転管理を行います。 

 

 

【電気自動車の導入】 

市役所では電気自動車を令和 4 年度末

で 3台保有しています。 

 庁用自動車として、日常利用のほか、啓

発用としてイベント等で外部電源として

活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市保有の電気自動車 柿崎川ダムのマイクロ水力発電 



111 
 

取組５ 環境配慮契約の推進 

○事務事業における物品やサービスの購入について、グリーン購入※に率先して取り組みま

す。 

○環境負荷の小さい電力調達について、安定的な供給体制、コストの観点も合わせて具体的

な手法を検討します。 

○物品購入や委託等の仕様書の例示として、「環境配慮に関する事項」を示し、職員及び受託

者に環境に配慮した業務の遂行を促します。 

 

取組６ エネルギー管理の徹底 

○エネルギー管理標準を作成し適切にエネルギーを使用するとともに、使用状況の分析や情

報の共有化を図るなど、事業所としてのエネルギー管理を的確に行います。 

○法令に基づき、フロン類などの温室効果ガスの排出抑制や適正な管理・廃棄を行います。 

 

取組７ 職員の環境意識と知識の向上 

○環境マネジメントの仕組みを効果的に運用するとともに、職員への情報提供や研修等の実

施を通して省エネ行動の更なる意識向上を図ります。 

○職員を対象に、地球温暖化対策に係る情報提供や、勉強会を実施し、政策・施策への反映

に努めます。 

○庁内や公共施設等向けの省エネルギー化実践のための手順書を活用し、省エネに努めます。 

○庁舎や公共施設等における具体的な省エネの取組手法やルール化の研究を進め、実践を重

ねることにより、職員の節意識の向上を図ります。 

【エコオフィスの手引き】 

 市では、職員一人一人の環境に対する意識醸成を図り、日々の業務の中で、より環境に配慮

した取組を進めるため、「エコオフィスの手引き」を作成しました。エコオフィスの手引きを

活用し、積極的な省エネルギーの取組を実践しています。 

 

＜紹介されている取組例＞ 

■日常業務に関する取組 

・昼休みや時間外は照明の使用を必要最低限とする。 

・必要以上に明るい場合は、照明スイッチによる消灯や照明の間引きを行う。 

・「クールビズ」「ウォームビズ」を推奨し、職員として品位を保ちつつ、衣服による温度調

節を行う。 

・過度な冷暖房の運用を避け、室内の温度を測定しながら適正な温度管理を行う。 

 

■施設に関する取組 

 ・室内照明や屋外灯のＬＥＤ化を推進する。 

 ・空調の総合効率を把握できるようＢＥＭＳ※導入を検討する。 

 ・庁用車の買い替え時には、燃費性能の優れたものを検討する。 

・施設の新設、更新、改修等にあわせて太陽光発電設備の設置や地中熱の利用について検討

する。 

 

                            


